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生
理
用
ナ
プ
キ
ン
を
無
料
提

供
す
る
Ｏ
ｉ
Ｔ
ｒ（
オ
イ
テ
ル
）

に
つ
い
て
前
回
も
質
問
し
た
が
、

今
回
は
ど
の
よ
う
な
調
査
を
し
た

か
。

調
査
内
容
は
設
置
コ

ス
ト
は
６
台
一
式
で
約
20
万
円
程

度
、
維
持
費
は
１
台
当
た
り
月
額

３
０
０
０
円
、
供
給
の
安
定
性
と

し
ま
し
て
、
生
理
用
品
は
３
年
契

約
が
条
件
で
無
料
、
ま
た
６
台
一

式
に
付
き
１
０
０
０
枚
程
度
を
年

３
、
４
回
提
供
さ
れ
る
。
自
治
体

は
ウ
ェ
ブ
の
管
理
画
面
で
生
理
用

品
の
利
用
状
況
、
在
庫
管
理
、
エ

ラ
ー
管
理
、
少
な
く
な
っ
た
ら
補

充
す
る
。

生
理
用
ナ
プ
キ
ン
を
無
料
提

供
す
る
Ｏ
ｉ
Ｔ
ｒ
導
入
は
ど
の
よ

う
に
考
え
か
。

Ｏ
ｉ
Ｔ
ｒ
の
導
入
は
厳

し
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
以
外

の
方
法
で
整
備
が
で
き
な
い
か
今

後
検
討
し
て
い
き
た
い
。

照屋 仁士  議員

徴税は適切か、
不公平は本当にないか
答　やはり見落としの可能性もある

農
地
に
お
け
る
固
定
資
産
税
、

課
税
と
徴
収
は
適
切
か
。
課
税
対

象
に
な
る
要
件
を
示
せ
。

事
務
処
理
は
適
切
で
あ

る
。構
築
物
は「
外
気
遮
断
性
」「
土

地
へ
の
定
着
性
」「
用
途
性
」
の

３
要
件
か
ら
判
断
を
し
て
い
る
。

２
０
１
９
年
９
月
固
定
資
産

税
の
過
徴
収
が
大
き
く
報
道
さ
れ

た
。
南
風
原
町
の
徴
税
自
体
は
適

切
か
、不
公
平
は
本
当
に
な
い
か
。

数
十
年
前
に
建
て
ら
れ
た
農
業
用

倉
庫
が
い
き
な
り
課
税
さ
れ
、
地

主
と
借
主
が
ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
か

け
た
。
な
ぜ
課
税
に
至
っ
た
か
。

答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。

個
人
情
報
に
配
慮
し
て
答
え

る
べ
き
だ
。
私
は
地
域
も
細
か
い

事
情
に
も
触
れ
て
い
な
い
。
疑
問

が
払
拭
さ
れ
な
い
の
で
質
問
し
て

い
る
。
地
主
や
借
主
へ
の
説
明
、

過
程
、
背
景
が
十
分
か
課
税
に
至

る
ま
で
の
記
録
を
し
め
せ
。

我
々
は
常
に
正
し
い
と

認
識
し
て
い
る
。

農
地
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
、
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
示

さ
れ
て
い
る
考
え
方
で
よ
い
か
。

議
員
お
示
し
の
資
料
の

と
お
り
で
あ
る
。

農
地
に
あ
る
牛
舎
や
豚
舎
、

ハ
ウ
ス
等
農
業
施
設
等
は
ど
う
な

る
か
。

全
て
先
述
の
３
要
件
を

総
合
的
に
判
断
し
て
課
税
す
る
。

Ｊ
Ａ
、農
業
も
し
く
は
地
域

団
体
、補
助
事
業
等
で
設
置
さ
れ

た
施
設
等
は
課
税
さ
れ
て
い
る
か
。

国
や
地
方
公
共
団
体
等

は
非
課
税
。
そ
れ
以
外
の
個
人
、

法
人
等
は
課
税
対
象
に
な
る
。

課
税
把
握
に
現
場
調
査
、
地

権
者
等
の
申
告
に
基
づ
き
職
員
が

適
切
に
行
っ
て
い
る
答
弁
さ
れ

た
。
た
だ
そ
こ
に
は
第
三
者
は
入

っ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
課
税
す
べ

き
も
課
税
さ
れ
て
な
い
事
案
は
全

く
な
い
と
言
え
る
か
。

や
は
り
見
落
と
し
等
の

可
能
性
も
あ
る
。

政
策
的
な
特
例
措
置
を
利
用

し
、
農
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の

減
免
措
置
を
新
た
に
設
け
る
視
点

は
な
い
か
。固定

資
産
税
は
あ
る
人

に
か
か
る
税
、
畑
だ
か
ら
非
課
税

に
す
る
ル
ー
ル
は
な
い
。

ー

こ
ん
な
質
問
も
し
ま
し
た

・
町
民
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
心
構

え
と
職
員
へ
の
指
導
は
ど
う
な

っ
て
い
る
か

問問問

問

問問 問

問

副
町
長

副
町
長

副
町
長

税
務
課
長

税
務
課
長

税
務
課
長

税
務
課
長

税
務
課
長

軟
骨
伝
導
イ
ヤ
ホ
ン
導
入
を

昨
年
の
質
問
で
取
り
上
げ
た
が
、

そ
の
後
の
状
況
と
導
入
に
つ
い
て

問
う
。

導
入
済
み
の
近
隣
市
町

村
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
好
評
で

あ
り
次
年
度
か
ら
保
健
福
祉
課
に

置
く
。

子
宮
頸
が
ん
予
防
に

Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
を

Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
査
の
メ
リ
ッ
ト

は
、
感
染
し
て
い
る
か
ど
う
か
の

リ
ス
ク
保
持
者
を
、
細
胞
診
よ
り

も
早
く
見
つ
け
ら
れ
る
と
あ
る
が

本
町
の
見
解
は
ど
う
か
。

よ
り
早
い
段
階
で

子
宮
頸
が
ん
に
か
か
る
リ
ス
ク
が

高
い
人
を
発
見
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
検
査
と
認
識
し
て
い
る
。

日
本
で
は
年
間
１
万
人
以
上

が
子
宮
頸
が
ん
に
か
か
り
、
亡
く

な
る
方
は
年
間
３
０
０
０
人
、
10

年
以
上
変
わ
っ
て
い
な
い
。
細
胞

診
に
加
え
て
、Ｈ
Ｐ
Ｖ
検
診
で
窓

口
が
ひ
ろ
が
り
本
当
に
必
要
だ
と

考
え
る
が
ど
う
か
。

子
宮
頸
が
ん
受
診
率
が

低
い
の
で
啓
発
活
動
と
「
が
ん
検

診
」
を
進
め
た
い
と
考
え
る
。

生
理
用
品
の
支
援
を
問
う

本
町
の
小
中
学
校
の
生
理
用

品
の
配
布
の
状
況
、
ま
た
公
共
施

設
で
の
配
布
の
状
況
は
ど
う
か
。

小
学
校
で
は
高
学
年
の

女
子
ト
イ
レ
、
中
学
校
は
全
学
年

の
女
子
ト
イ
レ
に
常
設
し
、
保
健

室
で
は
必
要
な
生
徒
に
配
布
を
行

っ
て
い
る
。
ま
た
、
４
つ
の
児
童

館
及
び
「
ち
む
ぐ
ぐ
る
館
」
女
子

ト
イ
レ
に
常
設
し
て
い
る
。
中
央

公
民
館
及
び
文
化
セ
ン
タ
ー
、
各

公
園
に
設
置
は
行
っ
て
い
な
い
。

問問

問 問

問

問民
生
部
長

国
保
年
金
課
長

総
務
課
長

窓
口
に
軟
骨
伝
導

イ
ヤ
ホ
ン
導
入
を

答
　次
年
度
よ
り
保
健
福
祉
課
へ
導
入
す
る

浦崎 みゆき  議員

こ
ど
も
課
長

固定資産税の仕組み（総務省HPより）

HPVワクチンについて
（厚生労働省HPより）

副
町
長

副
町
長

厚生労働省HP

固定資産評価基準により算出

〈主な例〉新築住宅

○ 土地・家屋

○ 償 却 資 産

３年ごとに評価替えを行い、それ以外の年度は原則据置き。

償却資産　　毎年評価替え
（宅地については、地価公示価格等の７割を目途として評価）

○ 政策的な特例措置

標準税率
1.4％

政策的な特例措置

〈主な例〉小規模住宅用地
一般住宅用地

： 1/6
： 1/3

○ 土地に係る負担調整措置

評 価 額

課税標準額

税 率 税 額

　納税者の負担感に配慮し、評価額に対し税負担が低かった土地や、
評価額が急激に上昇した土地の場合にも、税負担はゆるやかに上昇
させるため課税標準額を調整する措置。×
＝ 一般住宅（３年 1/2）

３階以上（５年 1/2）


